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向
け
て
の
関
係
者
の
学
習
の
機
会
・
場
と
な
り
う
る
。
つ
ま
り
、
学
校

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
、
現
時
点
で
は
分
析
概
念
で
は
な
く
、「
さ
し
あ
た

り
」
の
実
践
目
標
と
し
て
の
茫
漠
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
実
践
の

蓄
積
に
よ
っ
て
、
そ
の
分
析
も
蓄
積
さ
れ
て
い
く
。
実
践
と
分
析
の
往

還
運
動
と
い
う
社
会
的
学
習
が
継
続
す
る
こ
と
で
、
学
校
の
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
定
義
も
定
ま
り
、
実
践
の
果
実
も
得
ら
れ
る
。

　

現
時
点
で
指
摘
で
き
る
具
体
的
留
意
点
を
２
つ
述
べ
る
。
第
1
に
、

職
業
と
し
て
教
育
に
携
わ
る
教
職
員
は
、
学
校
の
こ
と
に
つ
い
て
は
誰

よ
り
も
情
報
を
も
っ
て
い
る
し
、
資
源
も
相
対
的
に
は
多
く
も
っ
て
い

る
。
学
校
支
援
地
域
本
部
や
学
校
運
営
協
議
会
設
置
校
に
お
い
て
、
学

校
に
よ
る
地
域
住
民
・
保
護
者
か
ら
の
資
源
収
奪
（
役
務
の
無
償
提
供
）

と
な
ら
な
い
た
め
の
歯
止
め
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
ひ
い
て

は
学
校
に
無
限
に
資
源
を
供
給
す
る
必
要
が
果
た
し
て
あ
る
の
か
と
い

う
疑
問
と
な
る
。
学
校
に
で
き
る
こ
と
と
で
き
な
い
こ
と
、
学
校
が
す

べ
き
こ
と
と
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
峻
別
す
る
よ
う
な
社
会
的
な
学
習

が
必
要
で
あ
る
。

　

以
下
、
中
教
審
答
申
を
中
心
に
今
般
の
改
革
論
議
か
ら
学
校
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
に
関
連
す
る
議
論
を
紹
介
す
る
。

中
教
審
に
お
け
る
改
革
論
議

　

2
0
1
3
年
4
月
、
下
村
文
部
科
学
大
臣
は
中
央
教
育
審
議
会
（
以

下
「
中
教
審
」）
に
「
今
後
の
地
方
教
育
行
政
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
を

為
の
内
発
的
・
外
発
的
摘
発
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
在
の
政
治
の
流
れ
は
学
校
を
監
視
す
る
主
体
と
し
て

「
政
治
」
に
期
待
す
る
。
そ
こ
で
の
「
政
治
」
と
は
公
選
職
、
特
に
首
長

で
あ
る
。
し
か
し
、
単
一
の
主
体
が
あ
ら
ゆ
る
行
政
領
域
の
、
し
か
も

実
務
の
そ
れ
ぞ
れ
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
。

責
任
の
明
確
化
と
は
、
単
一
主
体
に
全
て
を
委
ね
る
こ
と
で
は
な
く
、

委
任
と
受
任
の
連
鎖
の
整
序
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
仕
組
み
を
構
築
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
責
任
の
明
確
化
と
多
様
な
主
体
に
よ
る
教
育
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
学
校
と
い
う
場
で
実
現
す
る
た
め
に
は
何
が
必
要
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
学
校
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
発

想
・
概
念
で
あ
る
。
学
校
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
、
学
校
が
適
切
に
運
営
さ

れ
る
よ
う
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
仕
組
み
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
学
校

の
好
き
勝
手
に
さ
せ
な
い
（
教
育
を
学
校
に
独
占
さ
せ
な
い
）
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
学
校
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
、
学
校
に
足
り
な
い

資
源
や
能
力
を
学
校
以
外
の
主
体
に
依
存
し
、
複
数
主
体
に
よ
り
提
供

す
る
こ
と
で
あ
る
。
学
校
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
本
質
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
か
ら
、
学
校
が
保
護
者
と
地
域
社
会
（
住
民
）
と
手
を
取
り
合
う

と
い
う
構
図
を
念
頭
に
お
い
て
も
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
い
。
資
源
の
相

互
依
存
と
外
部
に
よ
る
学
校
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

い
わ
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
学
校
運
営
協
議

会
を
設
置
し
た
学
校
（
こ
の
用
語
法
自
体
、
多
義
的
で
あ
る
か
ら
注
意

が
必
要
で
あ
る
）
に
お
け
る
実
践
は
、
学
校
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
現
に

ガ
バ
ナ
ン
ス
が
実
現
す
る
と
は
考
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教

育
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
し
て
学
校
が
存
在
し
、
そ

の
管
理
主
体
と
し
て
教
育
委
員
会
が
存
在
す
る
と
い
う
制
度
上
の
制
約

か
ら
個
々
の
学
校
は
免
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
学
校
が
経
営
主
体
で
あ
る

と
考
え
る
の
も
無
理
の
あ
る
発
想
で
あ
り
、
ま
し
て
校
長
の
位
置
づ
け

を
社
長
の
比
喩
で
表
現
す
る
の
は
明
ら
か
に
意
図
的
な
誤
解
で
あ
る
。

人
事
と
財
務
の
権
限
が
教
育
委
員
会
に
留
保
さ
れ
て
い
る
以
上
、
せ
い

ぜ
い
の
と
こ
ろ
校
長
は
支
店
長
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
小
規
模
校
を

考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
全
て
の
学
校
が
経
営
体
で
あ
る
か
ど
う
か
も
疑
わ

し
い
（
農
業
経
営
体
と
農
家
の
定
義
の
違
い
が
示
唆
的
で
あ
る
）。

　

学
校
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
発
想
や
概
念
が
注
目
さ
れ
る
背
景
に
は
、

学
校
単
独
で
教
育
が
行
え
な
い
と
い
う
社
会
的
合
意
が
あ
る
（
し
か
し
、

学
校
単
独
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
も
ま
た
必
要
で
あ
ろ
う
）。

こ
の
合
意
に
は
資
源
と
能
力
が
学
校
に
は
不
足
し
て
い
る
と
い
う
「
不

安
」
と
「
疑
念
」
が
反
映
し
て
い
る
。
政
府
が
学
校
に
投
入
で
き
る
資

源
が
減
少
し
て
お
り
、
そ
の
不
足
分
を
社
会
（
場
合
に
よ
っ
て
は
市
場
）

か
ら
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
N
P
O
、
ス
ク
ー

ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
の
専
門
（
資
格
）
職
が
学
校
教
育
に
参
入
し
て
い
る

の
は
、
教
員
だ
け
で
は
学
校
が
「
ま
わ
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
学

校
の
能
力
（
専
門
性
）
に
も
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
お
り
、
政
治
や

社
会
に
対
し
て
そ
の
能
力
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
い
え

ば
、
能
力
の
高
低
以
前
に
、
学
校
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
そ
れ
に
伴
う
責
任

の
不
明
確
さ
と
隠
蔽
体
質
が
社
会
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
非
違
行

学
校
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

　

本
稿
の
目
的
は
2
0
1
3
年
12
月
に
出
さ
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
答

申
「
今
後
の
地
方
教
育
行
政
の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
以
下
「
答
申
」）

な
ら
び
に
当
該
答
申
以
降
の
改
革
論
議
に
焦
点
を
あ
て
、
学
校
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
の
観
点
か
ら
政
策
論
議
を
整
理
し
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
す
こ

と
で
あ
る
。

　

ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
複
数
主
体
間
の
相
互
関
係
の
在
り
方
を
示
す
概
念

で
あ
る
。
政
府
と
社
会
、
政
治
と
行
政
、
中
央
と
地
方
の
３
つ
の
局
面

に
分
け
ら
れ
る
。
政
府
と
社
会
で
は
学
校
と
地
域
社
会
・
保
護
者
、企
業
、

N
P
O
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
関
係
が
重
要
で
あ
る
。
政
治
と
行
政
で
は

首
長
・
議
会
、
教
育
委
員
会
と
学
校
の
関
係
が
重
要
で
あ
る
。
中
央
と

地
方
で
は
中
央
政
府
の
制
度
改
革
や
政
策
の
地
方
政
府
に
対
す
る
影
響

が
重
要
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
現
行
制
度
で
は
学
校
の

学
校
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
観
点
か
ら

中
教
審
答
申
を
読
み
解
く

青
木
栄
一

東
北
大
学
大
学
院 

准
教
授

神
林
寿
幸

東
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大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科 

大
学
院
生
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法
人
日
本
P
T
A
全
国
協
議
会
佐
藤
専
務
理
事
が
、
第
36
回
分
科
会
で

は
全
国
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
連
絡
協
議
会
中
野
関
東
甲
信
越
支

部
長
が
意
見
陳
述
し
た
。
両
者
は
学
校
・
家
庭
・
地
域
の
三
者
の
連
携
・

協
働
を
推
進
す
る
う
え
で
学
校
運
営
協
議
会
を
置
く
学
校
（
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
）
の
拡
充
、
加
え
て
教
育
委
員
の
一
部
を
学
校
運
営

協
議
会
委
員
の
中
か
ら
選
任
す
る
こ
と
も
要
望
し
た
（
４
）。
ま
た
分
科
会

で
は
、
学
校
運
営
協
議
会
と
学
校
支
援
地
域
本
部
に
つ
い
て
は
、
前
者

は
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
後
者
は
同
省
生

涯
学
習
政
策
局
に
よ
っ
て
所
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
両
者
を

一
体
に
し
た
方
が
学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連
携
・
協
働
が
促
進
さ
れ
る

と
い
う
意
見
も
出
さ
れ
た
（
５
）。

　

さ
ら
に
答
申
で
は
「（
２
）
地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
づ
く
り
の
推
進

方
策
」
と
し
て
次
の
事
柄
が
示
さ
れ
た
。

●
国
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
や
学
校
支
援
地
域
本
部

の
未
設
置
の
地
域
に
対
す
る
支
援
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
向
上

に
向
け
た
教
職
員
研
修
等
の
在
り
方
の
検
討
及
び
地
域
人
材

の
資
質
向
上
策
な
ど
を
推
進
す
る
。 

●
教
育
行
政
部
局
は
、
自
主
的
・
自
律
的
な
学
校
運
営
の
促
進
や
、

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
を
持
っ
た
教
職
員
の
育
成
及
び
配
置
な
ど

を
行
う
。

●
学
校
は
、
地
域
と
連
携
・
協
働
す
る
た
め
の
体
制
整
備
や
学

校
に
関
す
る
情
報
の
積
極
的
発
信
な
ど
を
行
う
。

保
護
者
・
地
域
住
民
に
よ
っ
て
当
該
学
校
に
必
要
な
教
職
員
を
選
考
し
、

こ
の
結
果
を
教
育
委
員
会
が
可
能
な
限
り
尊
重
し
て
い
る
と
い
う
取
り

組
み
が
報
告
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
で
こ
う
し
た
学
校
・
家
庭
・
地
域
が

自
主
的
・
自
律
的
に
教
職
員
の
人
事
に
関
与
す
る
こ
と
は
、
学
校
教
育

に
対
す
る
当
事
者
意
識
を
醸
成
さ
せ
る
こ
と
か
ら
望
ま
し
い
と
い
う
意

見
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
学
校
裁
量
予
算
の
拡
大
に
つ
い
て
も
、
同
市
の

学
校
予
算
の
合
算
執
行
（
予
算
枠
を
設
定
し
な
い
執
行
）
や
次
年
度
に

予
算
残
高
を
繰
り
越
す
こ
と
を
可
能
と
し
た
学
校
予
算
キ
ャ
リ
ー
制
度

が
紹
介
さ
れ
た
。
答
申
は
こ
れ
ら
の
先
進
的
な
取
り
組
み
を
踏
ま
え
た

も
の
で
あ
る
。

　

第
２
に
、
学
校
運
営
協
議
会
や
学
校
支
援
地
域
本
部
等
を
普
及
さ
せ
、

地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
づ
く
り
を
推
進
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
答
申

の
「
Ⅲ
―
３
―
（
１
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
や
学
校
支
援
地
域

本
部
の
重
要
性
」
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
。

●
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
や
学
校
支
援
地
域
本
部
等
の
活

用
を
通
じ
、
社
会
総
が
か
り
で
学
校
教
育
の
質
を
高
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

　

教
育
の
諸
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
教
育
に
関
わ
る
当
事
者
が

連
携
・
協
働
体
制
の
構
築
と
し
て
、
学
校
が
保
護
者
や
地
域
住
民
の
参

画
も
得
た
学
校
運
営
・
学
校
支
援
体
制
の
充
実
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が

今
後
重
要
に
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
第
35
回
分
科
会
で
は
公
益
社
団

•
学
校
が
児
童
、
生
徒
、
保
護
者
の
要
請
や
地
域
の
状
況
に
応

じ
た
教
育
を
主
体
的
に
お
こ
な
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
学
校

に
権
限
を
与
え
、
校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
で
自
主

的
・
自
律
的
な
学
校
運
営
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

•
教
職
員
の
人
事
に
つ
い
て
は
、
教
員
の
自
ら
の
能
力
や
意
欲

を
ア
ピ
ー
ル
し
て
フ
リ
ー
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
宣
言
し
、
各
校

長
が
そ
の
人
材
一
覧
か
ら
求
め
る
人
材
を
指
名
す
る
教
員
版

フ
リ
ー
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
制
度
の
取
組
や
、
校
長
が
自
校
の

求
め
る
人
材
を
H
P
で
募
集
し
、
選
抜
し
た
人
材
を
教
育
委

員
会
へ
具
申
す
る
教
員
公
募
制
の
取
組
な
ど
、
教
職
員
の
配

置
に
対
す
る
校
長
の
意
向
を
反
映
さ
せ
る
取
組
を
更
に
拡
大

し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

•
ま
た
、
学
校
の
企
画
や
提
案
に
基
づ
い
た
予
算
の
配
分
や
、

使
途
を
特
定
し
な
い
裁
量
的
経
費
の
措
置
な
ど
、
予
算
面
に

お
け
る
学
校
予
算
裁
量
の
拡
大
も
更
に
進
め
る
こ
と
が
望
ま

れ
る
。
あ
わ
せ
て
、
こ
う
し
た
校
長
の
裁
量
の
拡
大
に
伴
い
、

校
長
が
よ
り
一
層
積
極
的
に
保
護
者
等
に
対
す
る
説
明
責
任

を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

第
28
回
分
科
会
（
３
）

で
は
、
京
都
市
が
2
0
0
4
年
度
よ
り
学
校
運
営

協
議
会
を
置
く
学
校
に
つ
い
て
教
員
公
募
制
を
実
施
し
て
お
り
、
校
長
・

諮
問
し
た
。
2
0
1
1
年
に
大
津
市
で
発
生
し
た
中
２
男
子
生
徒
「
い

じ
め
」「
自
殺
」
事
案
等
を
う
け
、
地
方
教
育
行
政
の
責
任
と
権
限
の
所

在
が
曖
昧
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
保
護
者
や
地
域
住
民
の
意
向
が
十
分
に

反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
背
景
で
あ
っ
た
（
１
）。
こ
の
諮
問
を
受
け
、

約
半
年
を
か
け
て
中
教
審
教
育
制
度
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」）
で
教

育
委
員
会
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
教
育
行
政
改
革
に
関
す
る
議
論

が
な
さ
れ
、
同
年
12
月
に
答
申
が
出
さ
れ
た
。

　

学
校
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
答
申
で
今
後
学
校
が
保

護
者
や
地
域
の
意
向
に
応
じ
て
教
育
を
行
う
必
要
性
が
強
調
さ
れ
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
（
２
）。
そ
し
て
関
連
す
る
具
体
的
な
提
言
と
し
て
、
本

稿
で
は
次
の
２
つ
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
る
。

　

第
１
に
、
教
職
員
の
人
事
や
学
校
予
算
に
関
す
る
校
長
の
裁
量
拡
大

で
あ
る
。
答
申
の
う
ち「
Ⅲ
―
２
―（
２
）県
費
負
担
教
職
員
の
人
事
権
・

給
与
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
の
３
点
目
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
。

●
教
職
員
の
配
置
に
対
す
る
校
長
の
意
向
を
反
映
さ
せ
る
取
組

や
予
算
面
に
お
け
る
学
校
裁
量
を
拡
大
し
、
校
長
の
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
の
下
で
自
主
的
・
自
律
的
な
学
校
運
営
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

　

さ
ら
に
こ
れ
に
関
し
て
今
後
求
め
ら
れ
る
論
点
と
し
て
「
③
教
職
員

の
人
事
等
に
お
け
る
校
長
の
意
向
に
反
映
に
つ
い
て
」
で
次
の
３
点
が

提
示
さ
れ
た
。
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今
後
参
議
院
で
同
様
に
審
議
が
行
わ
れ
、
法
案
通
り
可
決
成
立
す
る
と

思
わ
れ
る
。

［
付
記
］
本
稿
の
執
筆
は
「
学
校
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
」

を
青
木
が
担
当
し
、「
中
教
審
に
お
け
る
改
革
論
議
」
お
よ
び
「
中
教
審

答
申
以
降
の
改
革
論
議
」
を
神
林
が
担
当
し
た
。

［
付
記
2
］
日
本
教
育
経
営
学
会
大
会
（
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校
）
に

お
い
て
特
別
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
教
育
委
員
会
改
革
と
学
校
経
営
の
自
主

性
・
自
律
性
」
が
開
催
さ
れ
た
（
2
0
1
4
年
６
月
８
日
）。
司
会
の
堀

内
孜
教
授
（
環
太
平
洋
大
学
）
の
指
名
に
よ
り
、
本
稿
で
は
十
分
指
摘

で
き
な
か
っ
た
論
点
を
フ
ロ
ア
か
ら
青
木
が
発
言
し
た
。
発
言
の
趣
旨

は
、
教
育
委
員
会
改
革
が
学
校
経
営
の
自
主
性
・
自
律
性
に
ど
の
よ
う

な
変
化
を
も
た
ら
す
か
を
改
め
て
論
点
と
し
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
、
な
か
で
も
市
町
村
費
を
含
む
教
職
員
（
特
に
校
長
）
人
事
、
学

校
運
営
協
議
会
の
設
置
動
向
に
つ
い
て
注
視
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

委
員
会
制
度
を
廃
止
す
る
等
の
た
め
の
地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
」
を
衆
議
院
に
提
出
し
て
い
た
（
８
）。
し
か
し
2
0
1
4
年

2
月
に
、
民
主
党
が
日
本
維
新
の
会
と
教
育
委
員
会
廃
止
法
案
の
共
同

提
出
も
視
野
に
入
れ
た
協
議
を
行
う
考
え
を
示
し
（
９
）、
2
0
1
4
年
4

月
に
民
主
党
、
日
本
維
新
の
会
そ
れ
ぞ
れ
が
上
記
提
出
法
案
を
撤
回
し
、

あ
ら
た
め
て
「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
の
改
革
に
よ
る
地
方
教
育
行
政

の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
」
を
共
同
で
衆
議
院
に
提
出

し
た
。
当
該
法
律
案
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
①
教
育
委
員
会
を

廃
止
し
地
方
教
育
行
政
の
権
限
を
首
長
に
一
元
化
す
る
、
②
首
長
に
よ

る
地
方
教
育
行
政
を
教
育
監
査
委
員
会
が
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
で
、

教
育
行
政
の
中
立
性
・
継
続
性
・
安
定
性
を
担
保
す
る
と
い
っ
た
２
点

が
あ
げ
ら
れ
る
。
学
校
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
同
法
律

の
附
則
と
し
て
同
法
施
行
後
す
み
や
か
に
学
校
運
営
協
議
会
を
原
則
全

公
立
小
・
中
学
校
に
設
置
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る

（   １０
）。
保
護
者
お
よ
び
地
域
の
民
意
を
よ
り
教
育
行
政
・
学
校
運
営
に

反
映
さ
せ
る
た
め
に
、
学
校
運
営
協
議
会
の
重
要
性
が
再
度
強
調
さ
れ

た
も
の
と
い
え
よ
う
（    １１
）。

　

以
上
の
よ
う
な
教
育
委
員
会
制
度
改
革
を
め
ぐ
る
政
府
案
は
、

2
0
1
4
年
4
月
に
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
会
（
途
中
4
月
23
日
に
は

福
岡
・
宮
城
両
県
で
派
遣
委
員
の
意
見
徴
収
が
行
わ
れ
た
）
で
審
議
が

な
さ
れ
、同
年
5
月
20
日
に
衆
議
院
本
会
議
で
政
府
案
が
可
決
し
た
（
な

お
附
帯
決
議
と
し
て
、
首
長
と
教
育
委
員
会
の
責
任
の
明
確
化
に
関
す

る
検
証
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
た
（   １２
））。

中
教
審
答
申
以
降
の
改
革
論
議

―
与
党
合
意
、
改
正
地
教
行
法
案
衆
院
可
決
へ
―

　

以
上
の
よ
う
に
答
申
で
は
、
今
後
の
学
校
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
確
立
の

た
め
に
は
、
保
護
者
や
地
域
の
要
望
に
応
じ
た
自
主
的
・
自
律
的
な
学

校
経
営
の
必
要
性
が
提
唱
さ
れ
た
。
答
申
以
後
、
与
党
協
議
が
改
革
論

議
の
主
戦
場
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
教
育
委
員
会
制
度
改
革
に
焦
点

が
置
か
れ
、
学
校
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
関
す
る
論
議
は
下
火
に
な
っ

た
。
た
だ
2
0
1
4
年
３
月
の
与
党
合
意
（
６
）

で
示
さ
れ
た
総
合
教
育
会

議
の
存
在
は
、
今
後
の
学
校
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
在
り
方
を
左
右
す
る
も

の
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
総
合
教
育
会
議
は
各
自
治
体
に
設
置
さ
れ
、

首
長
の
主
宰
の
下
で
首
長
と
教
育
委
員
会
が
協
議
・
調
整
を
行
い
、
地

方
教
育
行
政
の
大
綱
を
策
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
協
議
の

必
要
な
対
象
に
な
る
の
は
「
予
算
の
調
製
、
執
行
や
条
例
提
案
な
ど
首

長
の
権
限
に
係
る
事
項
等
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
学
校
統
廃
合
の
推
進

方
針
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
教
科
書
採
択
、
教
育
課
程
編
成
、
教
職
員
人

事
等
は
従
来
通
り
教
育
委
員
会
の
専
権
事
項
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
法
改
正
後
の
運
用
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
（
７
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
野
党
で
あ
る
民
主
党
お
よ
び
日
本
維
新
の
会
は
、
教

育
委
員
会
廃
止
法
案
を
打
ち
出
し
た
。
も
と
も
と
2
0
1
3
年
6
月
に

民
主
党
、
日
本
維
新
の
会
は
、
教
育
委
員
会
廃
止
法
案
と
し
て
そ
れ
ぞ

れ
「
地
方
教
育
行
政
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
」「
教
育

［
引
用
・
参
考
文
献
］

（
1
） 

中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
地
方
教
育
行
政
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
諮
問
）」（
入
手
先

U
R
L
：http://w

w
w

.m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/chukyo/chukyo0/
toushin/1335446.htm

、
最
終
閲
覧
日
：
2
0
1
4
年
5
月
20
日
、
以
下
同
じ
）
を
参
照
。

（
2
） 

中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
地
方
教
育
行
政
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」（
入
手
先

U
R
L
：http://w

w
w
.m

ext.go.jp/com
ponent/b_m

enu/shingi/toushin/__
icsFiles/afieldfile/2013/12/18/1342455_1.pdf

）
を
参
照
。
以
下
2
0
1
3
年
度
答

申
の
引
用
に
つ
い
て
も
同
様
。

（
3
） 

中
央
教
育
審
議
会
教
育
制
度
分
科
会
第
28
回
（
2
0
1
3
年
7
月
23
日
開
催
）
の
門
川

委
員
の
発
言
を
参
照
（
入
手
先
U
R
L
：http://w

w
w
.m

ext.go.jp/b_m
enu/shingi/

chukyo/chukyo1/gijiroku/1341526.htm

）。

（
4
） 

中
央
教
育
審
議
会「
教
育
制
度
分
科
会
第
35
回（
2
0
1
3
年
10
月
29
日
開
催
）議
事
録
」

（
入
手
先
U
R
L
：http://w

w
w
.m

ext.go.jp/b_m
enu/shingi/chukyo/chukyo1/

gijiroku/1342199.htm

）、
お
よ
び
中
央
教
育
審
議
会
「
教
育
制
度
分
科
会
第
36
回

（
2
0
1
3
年
11
月
11
日
開
催
）
議
事
録
」（
入
手
先
U
R
L
：http://w

w
w
.m

ext.
go.jp/b_m

enu/shingi/chukyo/chukyo1/gijiroku/1342690.htm

）
を
参
照
。

（
5
） 

中
央
教
育
審
議
会
教
育
制
度
分
科
会
第
34
回
（
2
0
1
3
年
10
月
10
日
開
催
）
の
貝
ノ

瀬
委
員
の
発
言
を
参
照
（
入
手
先
U
R
L
：http://w

w
w
.m

ext.go.jp/b_m
enu/

shingi/chukyo/chukyo1/gijiroku/1341526.htm

）。

（
6
） 

自
民
党
「
教
育
委
員
会
制
度
の
改
革
に
関
す
る
与
党
合
意
」（
入
手
先
U
R
L
：

https://w
w
w
.jim

in.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf160_1.pdf

）
を
参
照
。
以
下

同
合
意
の
引
用
に
つ
い
て
も
同
様
。

（
7
） 

こ
れ
は
教
育
行
政
の
政
治
的
中
立
性
・
継
続
性
・
安
定
性
の
重
要
性
に
言
及
し
た
公
明

党
の
意
見
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
（
公
明
党
「
与
党
W
T
で
合
意 

教
育
委
員
会
改
革
案
」

入
手
先
U
R
L
：https://w

w
w
.kom

ei.or.jp/m
ore/realtim

e/201403_01.htm
l

）。

（
8
） 

国
立
国
会
図
書
館「
日
本
法
令
索
引 

地
方
教
育
行
政
の
適
正
な
運
営
に
関
す
る
法
律
案
」

（
入
手
先
U
R
L
：http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/view

Shingi.
do?i=118302045

）、
お
よ
び
日
本
維
新
の
会
「
ニ
ュ
ー
ス 

教
育
委
員
会
廃
止
法
案
を
衆

議
院
に
提
出
致
し
ま
し
た
。」（
入
手
先
U
R
L
：https://j-ishin.jp/legislator/

new
s/2013/0605/334.htm

l

）
を
参
照
。

（
9
） 『
日
本
経
済
新
聞
』（
2
0
1
4
年
2
月
13
日
付
朝
刊
：
4
頁
）
を
参
照
。

（
10
） 

参
議
院
「
議
案
情
報 

第
1
8
6
回
国
会
（
常
会
）
地
方
教
育
行
政
の
組
織
の
改
革
に
よ

る
地
方
教
育
行
政
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
」（
入
手
先
U
R
L
：http://

w
w
w
.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/pdf/t051860161860.pdf

）

を
参
照
。

（
11
） 

第
1
8
6
回
国
会
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
会
13
号
（
2
0
1
4
年
4
月
18
日
）
の
菊
田

真
紀
子
委
員
（
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
）
の
発
言
な
ど
を
参
照
。

（
12
） 『
朝
日
新
聞
』（
2
0
1
4
年
5
月
21
日
付
朝
刊
：
4
頁
）
を
参
照
。


